
 

1/ 教規 

日本聖約キリスト教団 教規 

 １９６３年１２月２８日 制定 

１９７５年 ２月１１日 改訂 

１９７９年 ２月１１日 改訂 

１９８５年 ３月２１日 改訂 

１９９２年 ３月２０日 改訂 

１９９７年 ３月２０日 改訂 

２０００年 ３月２０日 改訂 

２００１年 ４月０１日 改訂 

２００３年 ３月２１日 改訂 

２００５年 ３月２１日 改訂 

２００９年１１月２３日 改訂 

２０１０年 ３月２１日 改訂 

２０１０年 ７月３１日 改訂 

２０１１年 ３月２１日 改訂 

２０１１年１１月２３日 改訂 

２０１４年 ３月２１日 改訂 

２０１７年１１月２３日 改訂 

２０２３年 ３月２１日 改訂 

２０２４年１１月２３日 改訂 

 

第 1 章 総則 

 

序文 

    教憲に基づいて日本聖約キリスト教団のあり方についてこの教規を定める。 

 

（聖約キリスト教会とは） 

第１条 私たちはイエス・キリストの権威により、使徒たちによって始まった世界宣教の 

    実であり、キリストの弟子の群れである。また世界中に存在する一つのキリスト 

    のからだの部分であり、私たち自身もキリストの権威の下で世界宣教の働きを担 

    う者である。 

 

（名称） 

第２条 私たち日本の聖約キリスト教会は名称を日本聖約キリスト教団とする。 
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（信仰） 

第３条 聖約キリスト教会は、旧新約聖書を神のことばとして受け入れ、教憲にも表明さ 

    れているように聖書を信仰と教義、および生活における完全な規範として信じ 

る。私たちは、イエス・キリストを神の子、救い主であると受け入れ、この方こ 

そ道であり、真理であり、いのちであることを信じる。そして、この方以外に救 

いは無いことを確信し、告白する。 

 

（目的） 

第４条 私たちは各個教会の自主性を重んじ、且つ福音宣教のために相互に協力して教団 

運営を行う。各個教会はそれぞれの地において神に召され、礼拝する者の群れで 

ある。そのひとり一人は、賜ものとしての信仰により神を愛し、また互いに愛し 

合い、一致してキリストの御からだなる教会をたてあげ、愛によって世に仕え、 

福音宣教のわざに奉仕する。 

 

（法的能力） 

第５条 私たちは以下の目的のために法的能力のある法人格を持つことができる。 

 （１）教団の活動のため、財産を購入、保有管理すること。 

 （２）教団の活動のため、寄付等の財産を受け入れ、保有管理し、処分すること。 

 

（会員資格） 

第６条 

 （１）各個教会の会員となるための資格は、イエス・キリストを公に主と告白し、父、 

子、聖霊の名においてバプテスマを受け、生きた信仰生活を送ることである。そ 

れゆえ、すべての信徒が、自分自身を神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物とし 

て献げることを目指す。 

 （２）教団外からの転入に際しては、各個教会において信仰の確認を行う。 

 

（教団と各個教会との関係） 

第７条 

 （１）私たちは各個教会によって成り立つ。それゆえ各個教会の自主性を重んじ、且つ 

福音宣教のために相互に協力して教団運営を行う。 

 （２）教団は一教会の範囲を超える活動を分担し、各個教会の宣教活動を援助指導す 

る。また、教団は独自の開拓伝道を行う。 

 （３）各個教会は、必要に応じた教団の指導のもとにその地域への福音宣教を自ら計画 

し推進して行くものとする。 

 （４）各個教会の不動産などの固定資産は、教団の名義として登録し、各個教会はその 



 

3/ 教規 

使用、管理にあたるものとする。 

 

第 2 章 組織 

（構成） 

第８条 日本聖約キリスト教団（以下「教団」という）はその教団総会の議決によって、 

設立あるいは加盟を認められた各個教会によって構成される。 

 

（設立、加盟、脱退、除名） 

第９条 教団の企画する開拓伝道によって形成された信徒の群れが、１５条１、２項の教 

会として設立を希望する時は、収支計画書を含む活動状況、教勢また役員の氏名等

を明らかにして、文書で責任役員会に申し出るものとする。 

 ２  各個教会が開拓伝道または株分けにより新たに１５条１、２項の教会を設立しよ 

うと希望する時は、その母体となる教会の総会決議を経て、その教会役員会より、 

新教会の会員予定者、役員予定者また向こう一年間の予算を含む活動計画等を明 

らかにして、文書で責任役員会に申し出るものとする。 

 ３  教団に加盟を望む教会は、教団教憲、宗教法人日本聖約キリスト教団規則及びこ 

の教規を承認した上で、教会員数、牧師及び役員の氏名、教会の所在地、教会の 

規則、財産目録、その他の必要事項を明らかにして、加盟を希望する意志を文書 

によって責任役員会に申し出るものとする。 

 ４  前１、２及び３項いずれかの申し出がなされた場合、責任役員会は速やかにその 

申し出の内容を調査し、特別の事情のない限り、次回の教団総会においてその可 

否を議決するよう処置しなければならない。また同役員会は、議決に先立って、 

教団総会において意見を述べるものとする。 

 ５  各個教会がその規約に従って議決をし、教団から脱退をする場合は、文書により 

責任役員会に提出し、教団総会の議決を経なければならない。 

 ６  各個教会において教団の構成員として不適当な事情が生じ、また重大問題が起き 

るならば、責任役員会及び教団総会は除名を含む適正な処置を決定する。 

７  脱退、除名等に伴う財産の帰属決定は、規則第２７条の手続きを経るものとする。 

 

（総会） 

第１０条 教団総会は代表役員によって招集され、開催の２か月前までに告示される。但 

し、臨時総会の告示の時期はこの限りではない。 

 

（代議員の定数） 

第１１条 各個教会は次の基準によって選出された代議員及び主任牧師１名を通じて、教 

     団総会において審議権と議決権を持つものとする。 
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 （１）活動会員数（前年度１２月３１日現在） 

２０名未満       １名 

２０名以上 ３０名未満  ２名 

３０名以上 ４５名未満  ３名 

４５名以上 ６０名未満  ４名 

６０名以上       ５名 

  （２）教団総会の時期において、各個教会の牧会の責にある主任牧師１名 

  ２  代議員は、各個教会の総会において教会員（教職者を含む）の中から選出されな 

ければならない。 

  ３  責任役員会の役員は、教団総会での審議権と議決権を持つ。 

  ４  教団の企画する開拓伝道の開拓伝道主任者は、教団総会での審議権と議決権を 

     持つ。 

 

（議案の提出） 

第１２条 代議員は同じく代議員７名以上の賛同者を得て、教団総会に議案を提出できる。 

ただし、提案は賛同者の署名を付し、文書によって教団総会開催１５日以前に責 

任役員会を経由してなされる。 

 

第１３条 教団総会は議会運営のため次の者を選出する。 

  （１）総会議長及び副議長各 1 名 

  （２）総会書記若干名 

  （３）記録監査２名 

  （４）その他必要とする委員 

 

第１４条 教団総会は次の事項を処理する。 

 （１）前条に掲げられた総会の進行に必要な人員の選出 

 （２）前年度の活動状況の報告の承認 

 （３）前年度の決算報告及び会計監査報告の承認 

  （４）諸報告の承認 

  （５）新規設立及び加盟教会の承認 

  （６）責任役員の選出及び代務者候補の選出 

  （７）代表役員の選出 

  （８）監事の選出 

  （９）選挙委員の選出 

  （10）教団の活動計画の審議決定 

   (11) 予算の審議決定 
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   (12) 牧師按手礼の認証、及び教職者、開拓伝道主任者の認証 

   (13) 基本財産の売却及びその代金の使途決定 

   (14) 教憲、教規、宗教法人規則の制定及び改廃 

   (15) その他必要事項の処理 

  ２  教団総会はその処理事項の１部を責任役員会または特定の機関に委託することが 

    できる。 

 

（機関） 

第１５条 教団総会の決議を経て教団の業務を行うため、次の機関が設置される。 

  （１）責任役員会 

  （２）選挙委員会 

 

（責任役員会） 

第１６条 責任役員会は責任役員たる教職者４名と、同じく責任役員たる信徒４名で構成 

される。 

  ２  責任役員会は次の事項を処理する。 

  （１）教団の活動を指導監督し、これらに関する問題を処理する。 

  （２）教団総会において討議される事項を準備する。 

  （３）教団総会で決議されたことを執行する。 

  （４）教団の財産を管理する。 

  （５）教団の働き人の任免を行い、職務の種類と条件を決定する。 

  （６）教憲、教規、宗教法人規則等教団総会の議決を要するもの以外の諸規定の制定 

及び改廃をする。 

  （７）他の教団または伝道団体及びスウエーデン聖約キリスト教会との公式連絡にあ 

たり、伝道活動の協力援助に対する教団側また日本側の責任者となる。 

  （８）スウエーデン聖約キリスト教会が推薦した宣教師を招聘して、その働きの内容 

と場所を決定する。 

  （９）教団活動を推進するため、各局、部及び委員会を設置し、職員を任命してこれ 

を指導監督する。 

（10）その他必要事項を処理する。 

 

（代表役員） 

第１７条 代表役員及びその代務者は責任役員たる受按教職者の中から選出される。 

  ２  代表役員は次の権限を持つ。 

  （１）教団の霊的指導者である。 

  （２）教団の法律上の代表者である。 
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  （３）責任役員会の議長である。 

  （４）教団総会と責任役員会の決定に従って、教団の活動全般について指導し､ 責任 

を持つ。 

 

（選挙委員会） 

第１８条 選挙委員会は教職者２名、各個教会の信徒１名で構成され、教団総会の選挙に 

おいて別に定める選挙細則に基づき候補者を提議し、選挙を管理する。 

 

（監事） 

第１９条 監事は２名とし、法令、規則、規定ならびに一般に公正妥当と認められる原則 

に従い、代表役員及び責任役員その他の代表者の行う法人の業務執行の準拠性 

を監査するほか、会計規定に従い、この法人の業務及び財産状況を監査し、責 

任役員会及び総会に報告するものとする。 

  ２  監事の任期は２年とする。 

 

（本部） 

第２０条 教団本部に必要に応じて局、部及び各種委員会を設置する。各局の局長は、責 

任役員会の指導監督を受けて同役員会議長と緊密な連絡のもとにそれぞれの業 

務を統括し、責任役員会に対して責任を負う。 

  （１）議長室 

ア）代表役員事務の補佐に関すること 

イ）教団本部事務所の運営に関すること 

  （２）教務局 

ア）教職者の指導、研修、援助に関すること 

イ）教職志願者の審査、指導に関すること 

ウ）神学生の指導、援助に関すること 

エ）教師資格審査に関すること 

オ）教職者人事の異動に関すること 

  （３）開拓伝道局 

ア）教団が企画する開拓伝道に関すること 

イ）開拓伝道にあたる宣教師、働き人の住居配置等に関すること 

ウ）開拓伝道に従事する宣教師、働き人の援助に関すること 

  （４）教会協力伝道局 

     ア）各個教会の充実発展及び伝道のための指導援助に関すること 

     イ）合同集会に関すること 

     ウ）青年、婦人、壮年等各協議会の連絡指導に関すること 
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エ）各教会学校の連絡、教師養成指導に関すること 

オ）その他共通行事の企画及び実施に関すること 

  （５）総務局 

ア）庶務、文書に関すること 

イ）教職者以外の人事に関すること 

ウ）責任役員会の準備、記録に関すること 

エ）渉外に関すること 

オ）他の局に属さないこと 

  （６）財務局 

ア）教団財産の管理運営に関すること 

イ）金銭出納に関すること 

ウ）予算及び決算に関すること 

エ）給与に関すること 

オ）会計帳簿の整理及び保管に関すること 

カ）財務諸表の作成に関すること 

  （７）事務局 

ア）教団規定集に関すること 

イ）教団総会の準備､記録に関すること 

ウ）広報活動に関すること 

エ）教団本部事務に関すること 

  （８）厚生局 

ア）働き人の福利厚生（退職金を含む）に関すること 

  （９）ユースセンター局 

ア）ユースセンターの維持管理に関すること 

イ）ユースセンターの企画運営に関すること 

 

（各個教会） 

第２１条 各教会を分けて１種教会、２種教会、３種教会とする 

  （１）１種教会は、活会員数３０名以上を有し、主任牧師を含む４名以上の役員を組織 

     し、文書に定められた教会経費のすべてを負担しうる教会とする 

  （２）２種教会は、活会員数２０名以上を有し、主任牧師を含む４名以上の役員を組織 

     し、文書に定められた教会経費の半額以上を負担しうる教会とする 

  （３）３種教会は、２種教会の基準に達していない教会とする。牧師は教務局が該当教 

     会と協議のうえ任命する。 

  （４）１種、２種、３種の種別は該当種別の条件に当てはまった時点で翌年度から移行 

     する。 
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  （５）２種および３種教会は、１種教会および２種教会の枝教会として活動を推進す 

 ることもできる。 

     （注）上記「文書に定められた教会経費」とは、教職者給与基準表から算出され 

        る額と社会保険料のことである 

 

（各個教会役員会） 

第２２条 各個教会は役員会を組織するものとする｡ 

  ２  各個教会の役員会は責任役員会に対して次の責任を負うものとする。 

  （１）各個教会資産の維持管理 

  （２）各個教会の予算編成、執行及び決算の実施並びに報告 

  （３）教団との公式連絡 

 

第３章 働き人 

 

第２３条 教団はその活動を行うため、働き人として教職者及び職員を雇用する｡ 

  ２  各個教会の働き人はその雇用にあたり、責任役員会の承認を得るものとし、教 

団の雇用条件及び諸規定に服するものとする。ただし、教団の援助を受けてい 

ない教会が自からの責任において、教職者以外の者を雇用する場合はこの限り 

ではない｡ 

  ３  働き人の給与、雇用条件、服務規定、その他必要な諸規定は責任役員会におい 

て定める｡ 

 

（教職者） 

第２４条 教職者とは、神の召命を受けて宣教に献身することを誓約した者で、この教団 

で認められた者をいう。教職者の資格を次の正教師、教師及び伝道師の３種と 

する。 

２  正教師は按手礼を受けた教師であって、教団が正教師と認めた者をいう。 

３  教師は教団が認めた神学校の課程を修めた者をいう。 

４  教師は３か年以上の実務経験を経て正教師となる資格を選考により付与される｡ 

５  伝道師は教団の認めた神学校において２か年程度のコースを修めた者、あるい 

は教団がその信仰、人柄及び経験を認め、教団の指定する筆記試験と面接考査 

に合格した者とする｡ 

６  伝道師は、この教団で３か年以上の実務経験を経た後に教師となる資格を付与 

   されるが、教団の指定する筆記試験と面接考査に合格しなければならない。た 

だし、当教団以外の実務経験を持つ者については、教団の判断により３か年未 

満とすることができる。 
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７  夫婦共に教職者である場合は、一方のみが教団と雇用関係にあるものとする。 

   ただし、任地の異なる場合はこの限りではない。 

 

（主任牧師） 

第２５条 各個教会の伝道牧会の責任を負う教職者１名をその教会の主任牧師という｡主 

任牧師は教師以上の資格を有する者であって、たとえ按手礼を受けていなくて 

も、その牧会において聖礼典その他の儀式を執り行うことができる。 

 

（開拓伝道主任者) 

第２６条 教団の企画する開拓伝道の責任を負う者１名を、その開拓伝道主任者という｡ 

開拓伝道主任者は教職者に限定されず、責任役員会によって任命を受け教団総 

会によって認証される。開拓伝道主任者が教師以上の資格を有する場合は､前 

１９条と同様に、その伝道において聖礼典その他の儀式を執り行うことができ 

る｡ 

 

（定年） 

第２７条 働き人の定年は、教職者、職員共に満６５才の誕生月の末日とする。 

 

（嘱託） 

第２８条 働き人は退職後、特に必要とあれば、教団において嘱託として雇用することが 

できる。 ただし、契約期間は最長３年とする。なお、契約は更新することがで 

きる。 

  ２  ６５歳以上の当教団以外の教職退職者の場合、教務委員会の推薦を得た者に限 

り、嘱託として雇用することができる。 

 

第４章 附則 

 

第２９条 各個教会は毎会計年度終了後、その年間の活動報告及び統計資料等を責任役員 

会に報告するものとする。 

 

（制定､改廃） 

第３０条 この教規は、責任役員会の議決を経て、教団総会において制定または改廃され 

るものとする。ただし、その場合は教団総会の出席者の３分の２以上の同意を 

得て議決されなければならない。 

  2  この教規は、責任役員会の議決を経て、教団総会において制定または改廃の議 

決がなされ、さらに定められた手続きを経た後、施行されるものとする。 


